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三 重 県 立 図 書 館 の 管 理 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 十 二 月 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 岩 崎 恭 典
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三 重 県 立 図 書 館 の 管 理 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 立 図 書 館 の 管 理 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 六 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 十 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
第 七 条 ( 見 出 し を 含 む 。) 及 び 第 八 条 中 ｢ 資 料 貸 出 券 ｣ を ｢ 利 用 カ ー ド ｣ に 改 め る 。

第 二 号 様 式 中 ｢ 資 料 貸 出 券 ｣ を ｢ 利 用 カ ー ド ｣ に 改 め 、 第 三 号 様 式 中 ｢ 資 料 貸 出 券 ｣ を ｢ 利 用 カ ー ド ｣ に 、

｢ 券 ｣ を ｢ カ ー ド ｣ に 改 め る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 三 重 県 立 図 書 館 の 管 理 等 に 関 す る 規 則 ( 以 下 ｢ 旧 規 則 ｣ と い う 。) の 規 定

に 基 づ い て 作 成 さ れ た 有 効 な 資 料 貸 出 券 は 、 改 正 後 の 三 重 県 立 図 書 館 の 管 理 等 に 関 す る 規 則 の 規 定 に 基 づ い て

作 成 さ れ た 利 用 カ ー ド と み な す 。

３ こ の 規 則 の 施 行 前 に 旧 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 必 要 な 調 整 を し て 使 用

す る こ と が で き る 。

三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 四 年 十 二 月 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 岩 崎 恭 典

��������	
��

三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規 則 ( 平 成 十 四 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 六 号 ) の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 第 四 号 を 削 り 、 同 条 第 二 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 修 学 支 度 費 の 貸 与 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 前 項 各 号 に 定 め る 条 件 に 該 当 す る 者 で あ っ て 、 当 該 年 度 に 高

等 学 校 等 に 入 学 し た 者 と す る 。

第 三 条 第 三 項 第 一 号 中 ｢ 、 第 三 号 及 び 第 四 号 ｣ を ｢ 及 び 第 三 号 ｣ に 、 同 項 第 二 号 中 ｢ 、 第 三 号 及 び 第 三 条 第 二

項 第 二 号 ｣ を ｢ 及 び 第 三 号 ｣ に 改 め る 。

第 九 条 第 一 項 第 一 号 中 ｢ 、 第 二 号 及 び 第 四 号 ｣ を ｢ 及 び 第 二 号 ｣ に 改 め る 。

第 十 五 条 第 一 項 第 五 号 中 ｢ 及 び 第 四 号 ｣ を 削 る 。
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附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 三 重 県 高 等 学 校 等 修 学 奨 学 金 の 貸 与 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 平 成

二 十 一 年 十 二 月 十 七 日 か ら 適 用 す る 。


